
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部改正の概要 

 

１  改正の概要 

（１）県条例の適用除外規定 

廃棄物の適正な処理の促進に関する条例（平成１５年愛知県条例第２号。以

下「県条例」という。）第２７条で、この条例の規定と同等以上の効果を期待

できる条例を市町村が制定した場合は、規則で定める（規則第２９条）ところ

により当該県条例の規定についてはその市町村の区域には適用しないとして

いる。 

（２）適用除外項目 

   県条例の規定ごとに、東浦町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事

前公開等に関する条例（平成２１年東浦町条例１２号。以下「東浦町条例」と

いう。）の規定と比較した結果、県条例第９条の説明会の開催に係る規定につ

いては、東浦町条例が同等以上の効果を期待することができると認められるの

で、東浦町の区域については県条例第９条の規定を適用除外とする。 

２  改正の内容 

（規則第２９条の改正） 

東浦町条例の施行により、東浦町の区域について、県条例第９条の説明会の

開催に係る規定を適用除外とする。 

３  施行期日 

平成２１年１０月１日 

 

○県条例（抜粋） 

第９条  

  法第８条第１項若しくは法第９条第１項の許可（法第８条第４項に規定する一般廃

棄物処理施設に係るものに限る。）又は法第１５条第１項若しくは法第１５条の２の５

第１項の許可（法第１５条第４項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。）

（以下「法第８条第１項等の許可」という。）を受けようとする者は、規則で定めると

ころにより、当該許可に係る施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれがある

地域として規則で定める地域（以下「関係地域」という。）内において、当該施設の設

置等に係る計画の内容を周知させるための説明会（以下「説明会」という。）を開催し

なければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がな

いときは、関係地域以外の地域において開催することができる。 
２ 前項に規定する者は、説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、説明

会の開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければ

ならない。 

 第２７条  

この条例に規定する事項に関してこの条例と同等以上の効果を期待することができ

るものとして規則で定める条例を制定している市町村の区域については、当該市町村の

条例の規定に相当するものとして規則で定めるこの条例の規定は、適用しない。 
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